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館林地区消防組合規則第５号 

 

館林地区消防組合通勤手当支給規則の一部を改正する規則 

 

館林地区消防組合通勤手当支給規則（昭和４５年館林地区消防組合規則第４

号）の一部を次のように改正する。 

 第８条の２の次に次の１条を加える。 

 （自動車等使用者の支給額） 

第８条の２の２ 条例第１２条第２項第２号で定める額は、次の各号に掲げる自

動車等の使用距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

 (１) 片道５キロメートル未満 ２，０００円 

 (２) 片道５キロメートル以上１０キロメートル未満 ４，２００円 

 (３) 片道１０キロメートル以上１５キロメートル未満 ７，３００円 

 (４) 片道１５キロメートル以上２０キロメートル未満 １０，４００円 

 (５) 片道２０キロメートル以上２５キロメートル未満 １３，５００円 

 (６) 片道２５キロメートル以上３０キロメートル未満 １６，６００円 

 (７) 片道３０キロメートル以上３５キロメートル未満 １９，７００円 

 (８) 片道３５キロメートル以上４０キロメートル未満 ２２，８００円 

 (９) 片道４０キロメートル以上４５キロメートル未満 ２５，９００円 

 (１０) 片道４５キロメートル以上５０キロメートル未満 ２９，１００円 

 (１１) 片道５０キロメートル以上５５キロメートル未満 ３２，３００円 

 (１２) 片道５５キロメートル以上６０キロメートル未満 ３５，５００円 

 (１３) 片道６０キロメートル以上６５キロメートル未満 ３８，７００円 

 (１４) 片道６５キロメートル以上７０キロメートル未満 ４２，２００円 

 (１５) 片道７０キロメートル以上７５キロメートル未満 ４５，７００円 

 (１６) 片道７５キロメートル以上８０キロメートル未満 ４９，２００円 

 (１７) 片道８０キロメートル以上８５キロメートル未満 ５２，７００円 

 (１８) 片道８５キロメートル以上９０キロメートル未満 ５６，２００円 



 (１９) 片道９０キロメートル以上９５キロメートル未満 ５９，６００円 

 (２０) 片道９５キロメートル以上１００キロメートル未満 ６３，０００円 

 (２１) 片道１００キロメートル以上 ６６，４００円 

 第８条の３の見出し中「使用者」を「併用者」に改める。 

 第８条の３第１項中「条例第１２条第２項第１号」を「条例第１２条第２項第

３号」に改め、「同条第１項第３号に」の次に「掲げる職員の区分及びこれに対

応する同条第２項第３項に」を加える。 

 第８条の３第１項第２号中「同項第１号」を「同条第２項第１号」に改め、同

項第３号中「同項第２号」を「同条第２項第２号」に改める。 

 第１５条第１項第１号中「配偶者（配偶者」を「配偶者（届出をしないが事実

上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条及び次条において同じ。）（配

偶者」に改める。 

 第１７条の２第２項中「第１２条第６項」を「第１２条第７項」に改める。 

 第１７条の４第２項中「育児休業をし」の次に「、育児休業法第２６条第１項

に規定する育児時間（１日の勤務時間の全部について勤務しないこととなる場合

のものに限る。）により」を加える。 

   附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


